
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 219,000 千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 2,951,342 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

 社会福祉 200 200 0 

150,000 74,550 75,450 36,000 

540 270 270 0 

800 400 400 0 

36 36 0 

200 200 0 

200 200 0 

1,400 226 1,174 0 

633,926 475,434 158,492 0 

12,604 9,452 3,152 0 

14,448 7,224 7,224 0 

1,200 1,200 0 

35,300 26,475 8,825 0 

5,611 3,476 2,135 0 

250,000 191,512 2 58,486 0 

72,000 22,000 50,000 34,000 

49 32 6 11 0 

12,300 7,510 213 4,577 0 

1,800 502 1,298 1,000 

1,400 1,050 350 0 

381,000 323,610 57,390 0 

16,500 8,000 8,500 4,000 

300 225 75 0 

60 44 16 0 

2,199 1,648 551 0 

106,000 35,333 70,667 0 

800 400 400 0 

50 50 0 

2,082 552 1,530 0 

150,000 21,836 128,164 15,000 

1,853,005 1,189,147 0 22,835 641,023 90,000 

財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

 うち
 社会保障財源化分
 の交付金

 緊急一時預かり事業

事業名 歳出予算

 住宅災害見舞金支給

 重度障害者（児）医療費助成

 重症心身障害者福祉手当支給

 重度身体障害者住宅改造助成

 子育て支援短期利用事業

 自動車運転免許取得助成事業

 自動車改造費助成事業

 福祉タクシー利用助成

 障害者自立支援給付（介護・訓練等）

 特別障害者等福祉手当支給

 障害者自立支援（地域生活支援）

 人工透析通院費助成

 障害児支援事業

 生活困窮者自立支援事業

 生活保護費

 子ども医療費助成

 食の自立支援事業（配食サービス）

 病児・病後児保育事業

 すみずみ子育てサポート事業

 未熟児養育医療給付

 児童手当支給

 母子父子医療費助成

 母子家庭等自立支援給付（教育訓練）

 母子家庭等日常生活支援事業

 母子家庭等自立支援（入所措置）

 児童扶養手当支給

 在宅老人福祉事業（住まい環境整備）

 在宅老人福祉事業（除雪支援）

 養護老人施設措置費

 小　　計



財源内訳

特定財源

一般財源
国県支出金 地方債 その他

 うち
 社会保障財源化分
 の交付金

事業名 歳出予算

 社会保険 139,882 104,910 34,972 0 

4,303 4,303 3,000 

429,586 429,586 43,000 

343,152 343,152 35,000 

77,765 58,323 19,442 0 

994,688 163,233 0 0 831,455 81,000 

 保健衛生 43,850 43,850 23,000 

1,660 1,660 0 

395 395 0 

405 270 135 0 

1,441 1,441 1,000 

3,000 3,000 1,000 

19,100 388 18,712 10,000 

27,700 782 1,534 25,384 13,000 

6,098 6,098 0 0 

103,649 1,440 0 7,632 94,577 48,000 

2,951,342 1,353,820 0 30,467 1,567,055 219,000 

※1 平成31年度(令和元年度)における地方消費税交付金は、530,000千円を計上しています。

      このうち、17分の7に相当する額（218,236千円≒219,000千円）を消費税引上げ分に係る地方消費税交付金として「社会保障施策に

      要する経費」に充てています。

※2 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費は、平成31年度(令和元年度)一般会計当初予算に基づき集計しています。

      ただし、事務費や人件費等は除いています。

 休日在宅当番医制運営事業

 国民健康保険特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）

 国民健康保険特別会計繰出金
 （財政安定化支援分）

 坂井地区広域連合負担金
 （介護保険特別会計分）

 後期高齢者医療広域連合負担金
 （療養給付費分）

 後期高齢者医療特別会計繰出金
 （保険基盤安定分）

 小　　計

 予防接種事業

 後期高齢者健康診査事業（基本検査等）

 小　　計

 合　　計

 病院群輪番制病院運営事業

 小児救急医療支援事業

 二次救急医療支援事業

 特定不妊治療費助成

 妊婦・乳児健康診査事業

 健康診査事業（基本、がん検査等）


